
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（基金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

失業者雇用（人） 23

1 達成

未達成

5.90

0

1.00

1

45,534

2.20 0.80

農作業安全指導員

48,722 18,168

248,929

予

算

額

当初予算

 

12

 

未達成

-30,241

208,467

8,118 52,755

 

0

52,755 24,2498,118

補正予算

208,467

概　算

人件費

16,435

8,118 200,207

合計（A)

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■　事業を現行どおり実施

・東日本大震災の被災者支援については県内の避難者等の状況を踏まえ、引き続き必要な相談・支援等に取組む。

目標に対

する成果

の状況

・被災者支援就農コーディネーター１名を配置し、被災者の就農支援を実施した。

・東日本大震災被災失業者雇用は被災者を雇用する事業であることから、１７委託先のうち、5委託先（5名）については応募がなく、雇用

に至らなかった。

・失業者雇用による耕作放棄地解消は24委託先のうち、２委託先については応募がなく、雇用に至らなかった。

・高齢農業者等農作業安全推進員は１名を委託し、県域を活動範囲として啓発指導活動・事故調査等を行うことができた。

 概算事業費（B（A）+C） 63,702 30,855

6,606

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト
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23年度

Aの

財源

8,317

前年度繰越 Ｈ２４

8,118 238,708 達成状況目標 成果

45,534 24,249

0

被災者雇用（人）

1

64,706 24,249

現況

（見込）

項目

-11,951

被災者支援コーディネーター

24,249

15

項目

東日本大震災被災失業者の

雇用

25年度

合計

24年度24年度24年度24年度

高齢農業者等農作業安全推進員の配置 委託

区　　分（単位：千円） 22年度

委託

H25

目標

成果目標の達成状況

24

1 1

20

23

達成

0

14

64,706

・被災者支援コーディネーターの配置：失業者1名の雇用を確保し、県内への就農を目指す被災者への支援を行う。

・東日本大震災被災失業者の雇用：被災者14名の雇用を確保し、県内での就農に向けた栽培技術の習得等に努める。

・失業者雇用による耕作放棄地の解消：失業者24名の雇用を確保し、耕作放棄地の再生利用を図る。

・高齢農業者等農作業安全推進員の配置：失業者1名の雇用を確保し、農作業安全推進活動の実施と事故防止に努める。

失業者1名の雇用を委託

20,228 17,054

5,5325,538

失業者22名の雇用を委託

（当初）

（単位：千円）　

委託

（当初）（決算）

H24

24,249

-

18,396

H24事業実績

H25

-

被災失業者14名の雇用を委託 34,387

失業者雇用による耕作放棄地の解消

08

E-mail

06

・14名の被災者が農業労働力確保緊急雇用促進事業（震災対応分野）を活用して農業法人等に雇用されている。

・この中で長野県に長期間滞在を希望する方などは雇用契約の延長を希望している。

　また、委託先である農業法人等も引き続き雇用関係を維持することを希望している。

・23名の失業者が農業労働力確保緊急雇用促進事業（一般失業者）を活用して農業法人等に雇用されている。

・農業者の高齢化が進んでいる中で、県内の農作業死亡事故発生件数は、ここ数年ほぼ横ばいとなっているものの、発生件数は依然とし

て多い。

4,552

事業内容

被災者支援コーディネーター

の配置

委託 失業者1名の雇用を委託 4,553

-

事業番号

noson@pref.nagano.lg.jp

事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 農業雇用支援事業農業雇用支援事業農業雇用支援事業農業雇用支援事業
担

当

課

11

実施方法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

県が関与

する理由

□法令等義務

現状

H25

農政部部局

プロジェクト  

【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有

農村振興課課・室

・雇用創出基金（国庫）を活用した事業のため県でなければ実施できない。

・農業労働力確保緊急雇用促進事業実施要領、緊急雇用創出事業実施要

領

   １　夢ある農業を実践する経営体の育成 実施期間

＜参考＞

総合５か年

計画

施策の総合的展開

1-3　夢に挑戦する農業

○　東日本大震災被災者や失業者の雇用を確保し、県内への定住等を促進する。

　・被災者支援コーディネーターを配置し、被災者の農業法人への就業を支援する。

　・被災者の農業法人への就農を支援する。

　・失業者を雇用し、ほ場環境の改善を行うことにより農業生産基盤の強化を目指す。

　・農作業安全アドバイザーの雇用により、農業機械の安全使用等に係る啓発や巡回指導等を実施し、農作業事故の防止を推進する。

H24 ～

目指す姿

□内部管理 ■県でなければ実施不可　


